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第１号議案  議長と総会開催要件の確認 

 

議長と総会開催要件の確認 

 

１ 議長 

学会定款の第４章 総会、第２５条 に「総会の議長は，会長をもってこれにあてる。

会長が特に必要と認めた場合には，前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名する

ことができる」との規定があります。 

総会議事録の署名人を会員西尾 雅年氏と亀山秀雄氏にお願いいたします。 

  

２ 総会成立要件 

学会定款の第４章 総会、第２６条に「総会は，正会員の１０分の１以上出席を必要し、

定数に達しない場合は、議決をすることができない。ただし，委任状により表決権を委

任した者は，出席とみなす」と規定されています。 

 

学会事務局、小川幾弘氏から総会出席者、欠席者委任状数を集計いたしましたので空欄

にご記録ください。 

 

正会員数     名 

出席者数     名 

委任状       名 

従って、総会開催の成立を確認いたします。 

それでは、議事に従い報告と審議に移ります。 

  

それでは、定款による＜審議事項＞規定（参考）により報告、審議事項を図ります。 

注釈：定款 学会定款第４章総会、審議事項 第２４条に「次の事項は，総会の議決を

経なければならない」と規定されています。 

   １ 新事業計画及び収支予算の承認   （第 7号議案により審議） 

   ２ 前年度事業報告及び収支予算の承認 （第 3号・4号議案により審議） 

   ３ 基本財産の処分        （処分がないので審議なし） 

   ４ 定款の変更及び定款において総会の権限に属せしめられた事項 

（第 5号議案により審議） 

   ５ 役員の選任及び解任       （第５号議案により審議） 

   ６ 前条により提出された議案に関する事項  （第５号、６号議案により審議） 

   ７ 前各号に掲げるもののほか，会長が必要と認めて付議した事項 

                      （第 8号議案により審議） 

以上 
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第２号議案  法人化決定と登記に関する報告 

  

１．総会と理事会の決定 

平成２２年９月４日総会にて法人化推進を承認し、運営原則と理事選挙については理事会委託を承

認いたしました。平成２３年４月９日理事会を開催して、下記２項を決定しております。 

 

①新法人の運営原則 

新法人形態である「一般社団法人」は、経営責任と学会活動を明確化する必要があります。「理事

会」は学会経営を担い、会長、副会長、理事３名、合計５名の理事で運営し、学会活動・委員会

活動は「評議員」により実施します。 

②理事選挙 

理事選挙は、円滑な法人移行のために会長、副会長、監査役員を「信任投票方式」、新理事３名を

「記名方式」で行います。 

 

２．法人化の登録 

①設立登記 

平成２３年４月１１日、設立時・代表理事吉田邦夫、設立時・理事小原重信、設立時・社員綿木久

雄が記名し一般社団法人登記を行い受理されました。 

②邦文名称  

「一般社団法人国際 P２M学会」と呼称します。 

（旧名：国際プロジェクト・プログラムマネジメント学会） 

③英文名称 

「IA-P2M」（International  Association of P2M）と呼称します。 

④事業年度 

４月１日～翌年３月３１日   

（旧事業年度 １０月１日～翌年９月３０日） 

⑤学会ロゴは下記を使用します。 

 

 

 

 

 

 

以上 
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第３号議案  移行期及び前年度決算報告 

移行期決算報告 

[I] 前年度移行期６ヶ月事業収支決算報告 

 

前年度移行期間は、平成２２年１０月 1日から平成２３年３月３１日です。 

実績数字は、２３年３月３１日時点の集計を利用して報告します。 

 

１． 法人化財務基盤 

前期総会では、一般社団法人化を目指し、移行期における会員数の確定と財務基盤把握が要

請されました。そのために定款に従い、２年以内の「未払い会員」に意思確認を行い、会費

収益の「実数値」を確定し新規会員の勧誘と「コストダウン」などに努力しいたしました。

その結果、運営リスクに対する「引当金目標１００万円」を確保することができました。理

事、会員の皆様のご尽力に深謝いたします。 

 

       表１ 会員数（２０１１年３月３１日現在） 

会員 移行期実績 

正会員      １０２名 

学生会員       ２２名 

法人会員       ５５名(１１社） 

総合計      １７９名 

 

２. 前年移行期の事業収支計画と実績 

移行期の計画値と実績値（平成 23 年 3 月末時点）の事業収支を下記に示します。 

表２ 移行期の計画と実績差異 単位円、注釈：計算要件                        

収入の部 計画 実績 差異 

会費収入 957,500 877,000 ▲ 80,500 

前期繰越金 1,400,000 1,163,000 ▲ 237,000 

論文掲載料      100,000    280,000  + 180,000 

その他 40,000 0 ▲ 40,000 

資格試験受験料        0 90,000 + 90,000 

論文販売料        0   6,000 +  6,000 

収入合計（Ａ） 2,497,500 2,416,000 ▲ 81,500 

注釈： 計算要件 :正会員会費は、１万円・年、入会費 2000 円、学生会員： 5000 円･年法人会員：5 万円･

年として移行期は６カ月間故半額として算出しています。 
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３. 支出の部 

支出の計画実績対比を下記に示します。事務運営費の増加は、法人化準備（印鑑、新規封筒）、

資格制度実験（交通費）、理事選挙などによる臨時コストの発生です。学会誌の発刊は有料

としておりますが、編集、査読、印刷費用面から改善が要請されます。 

 

表３ 支出の計画と実績 

支出の部 計画 実績 差異 

事務運営費（注１） 470,000 756,000 + 286,000 

会場使用料   20,000 0 ▲  20,000 

論文集、学会誌発刊  280,000 336,000 +  56,000       

業務委託費  126,000 126,000 0      

法人申請費 100,000    70,000 ▲  30,000 

予備費   100,000         0 ▲ 100,000    

義捐金(注 2) 0 50,000 +   50,000 

支出合計（Ｂ） 1,096,000 1,338,000 + 242,000 

注１． CANPAN センター業務委託以外の事務運営費、事務経費などです。 

注２． ３月１１日の東日本大震災に対し、日本赤十字社を寄贈しました。 

 

 

４. 総合収支 

総合収支の計画・実績比較表です。次年度には法人税や事業税が適用されます。そのために、

学会運営の健全化が要請され会費収入と支出のバランスを図るために引き続き会員増強、コ

ストダウンの施策が必要になります。会員の皆様のご支援を宜しくお願いいたします。 

 

表４ 総合収支の計画・実績 

総合収支 計画 実績 差異 

収入表２の（A） 2,497,500 2,416,000 ▲ 81,500 

支出表３の（B） 1.096,000 1,338,000 + 242,000 

総合収支(A)-(B) 1,401,500 1,078,000 ▲323,500 
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{II}前年度事業決算報告 

前期総会では平成２２年８月末時点での収支を報告致しました。前年事業年度 

である平成２１年１０月１日より平成２２年９月３０日までの決算結果を報告 

させていただきます。監査を実施しておりますので、確認いたします。 

1．収入の部 

以下収入に関する決算実績です。 

収入の部 実績 

年会費・入会金 1,767,000 

春季大会 671,000 

秋季大会 509,000 

論文掲載料    80,000 

前期繰越金   770,000 

その他     3,000 

収入合計（Ａ） 3,800,000 

 

２．支出の部 

以下収入に関する決算実績です。  

支出の部 実績 

事務運営費（注１） 1,128,000 

会場使用料 64,000 

論文集、学会誌発刊       0 

業務委託費 438,000 

大会関係費   1,000,000 

その他       7,000 

支出合計（Ｂ） 2,637,000 

                       

３．総合収支 

以下総合収支の予想・実績です。 

総合収支 実績 

収入の合計（A） 3,800,000 

支出の合計（B） 2,637,000 

総合収支(A)-(B) 1,163,000 

以上 

 

 



7 

 

第４号議案  前期活動報告 

 

学会の事業活動は、理事会の下に「業務系委員会」と「対策系委員会」それをサポートする

「事務会」の３種があります。（役員名 敬称略） 

 

[1] 委員会の構成 

①「業務系委員会」（５） 

企画委員会（武富理事）、普及委員会（白井理事）、研究委員会（出口理事）、編集委員会

（西尾理事）、国際委員会（関東・木下理事、関西・淺田理事）から編成され、理事会の下

で学会の定常活動を行います。 

 

②「対策系委員会活動」（４） 

MBA スクール連携委員会（浅田理事）、MOT スクール連携委員会（亀山理事）、AL 連携委員

会（喜多理事）、能力形成委員会（山本理事）から編成され、代表理事が「会員増強」のた

めに活動を推進します。 

 

③「事務会」 

事務会は、事務所設置、学会の事務管理、委員会の調整・支援を行い、副会長が会長と委員

長を補佐して運営する。 

以下、「本年度の学会活動」成果を総括して報告します。 

 

[II] 業務系委員会活動報告 

１ 企画委員会 

学会活動の基盤となる会員目標、予算編成、実行計画を立案・遂行する役割を果たします。

移行期における任務は「一般社団登記」と「企画の方向性」の２つが課題でした。①一般社

団登記「議案２で報告」したので省略します。 

②企画の方向性については、学会Ｐ２Ｍの差別化を課題認識し「ジャーナル発行の充足」と

「資格制度の検討」を奨励いたしました。 

 

２．普及委員会 

普及委員会は、学会の「広報活動」と「会員普及」の任務を担います。 

① 広報活動は、ウェブや委員会を通じて大会情報を迅速に掲載し参加を奨励し 

ました。②会員普及は、Ｐ２Ｍの入門解説が必要なので「伝道師制度」を設置しセミナーを

開催して普及を区役所や中小企業に奨励いたしました。 

 

３．研究委員会 

研究委員会は、独自性のある「研究方向」と「指導・奨励」する役割を担います。①研究方
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向については、「学会ビジョン」で教示される「システム、開発、マネジメント領域」にお

ける論文投稿を支援しています。②研究指導・奨励 

については、社会人の修士・博士課程における「環境事業」「インフラ事業」 

「研究開発」「産官学研究」「ＯＤＡ」に社会人学生の関心が見られます。 

 

４．編集委員会 

編集委員会は、春季・秋季の「研究発表大会開催」と「予稿集とジャーナルの持続的発刊」

の役割を担います。①研究発表大会方針は、春季は学術、秋季は実践を中心テーマに基調講

演招請を継続しています。②予稿集とジャーナルは、国立情報学研究所に登録し電子化して

います。閲覧の要請が、増加しているので、本年４月から無料公開に踏み切りました。 

 

５．国際委員会 

国際委員会は、「海外情報発信」「国際化と人材育成」の役割を担います。 

① 学会の海外情報発信は、宮尾尊弘会員の協力を得て大会活動を英語によりイ 

ンターネットで発信しています。②国際化事業については、ＯＤＡ事業や韓国サムソン社経

営の講演、外国人留学生によるワークショップを実現しました。 

 

 [III] 対策系委員会活動報告 

対策系委員会は、研究会提案を活用し学会基盤強化を目的に設置しております。 

１. 能力形成委員会 

本委員会は、「論文の品質向上」と「人材育成」の方策を検討しています。 

①論文の品質向上については、査読委員会の協力を得て、新規性・妥当性・論理性などにつ

いて基準をホームページで公開しました。②人材育成は、論文指導講座の開催と環境プロジ

ェクト・マネジャーの資格制度を検討いたしました。 

 

２．MOT スクール連携委員会 

本委員会は、ＭＯＴスクールにおける「Ｐ２Ｍの科目導入」と「MOT スクール連携」を担い

ます。①Ｐ２Ｍの科目導入については、東京農工大「環境産業技術開発論～化学Ｐ２Ｍコー

ス」工学府の修士・博士課程、「環境リーダー育成講座」（文科省支援）「環境産業ビジネ

ス論」（英語）が開講されました。②ＭＯＴ連携については、「国際標準化」を目指し学会

加盟大学や海外大学院を模索しています。 

 

３．ＭＢＡスクール連携委員会 

本委員会は、「Ｐ２Ｍ科目導入」を奨励し、「MBA スクール連携」を担います。 

①Ｐ２Ｍ科目導入は、環境リスクソリューション講座を４年間実施しました。②その成果を

基礎に阪大、立命館大学を対象にＭＢＡスクール、工学系センター、企業スクールの連携を

模索しています。 
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４．AL 連携委員会 

AL（Action Learning）連携委員会は、方法論を利用して「Ｐ２Ｍ導入」を奨励し「関連団

体」連携の役割を担います。①京都大学情報メディアセンタ－を中心に「フィールド情報学」

に関する投稿を奨励しています。②情報メディア、社会シミュレーションなどＰ２Ｍとの関

連研究を推進しています。 

以上 
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第 5号議案  新定款と新理事の審議と承認 

 

下記、新定款と新理事の報告について、ご審議のうえ承認をお願いします。 

 

[1] 新定款の審議・承認 

「一般社団法人の新定款」を総会資料の巻末に添付します。「旧学会の定款と新定款」の主

な変更点を解説するので、審議のうえ承認をお願いします。 

１．名称、事業年度  

 ①名称： 一般社団法人国際 P２M学会（International  Association of P2M） 

         （前期総会承認済） 

 ②事業年度： ４月１日～翌年３月３１日（前期総会承認済） 

 

２．主要な新規定 （法律上の基本ルールに従うことが定款認証の条件） 

 ①社員の定義：正会員のみ（定款第５条） 

 ②会員資格の喪失：会費滞納者、総会での合意（第１０条） 

 ③定時総会：年１回 ４月または５月に開催 （第１３条） 

 ④定時総会での特別議決：定足数（過半数）、決議（出席者３分の２以上） 決議事項（除

名、監事の解任、定款変更など）（第１８条２項） 

 ⑤理事の枠数：３名以上１０名以内 （第２０条） 

 ⑥理事会：通常理事会 年２回 他臨時理事会（適宜） （第２９条） 

 ⑦余剰金：分配なし（非営利法人の要件）（第３７条） 

 ⑧公告：電子公告（ホームページ） （第４１条） 

 

[II]新役員（新理事）の承認 

第 2号議案 法人化報告第 1項で解説したように、下記、新役員の選出は、信任方式と会員

推薦選挙による得票数で３名を選出いたしました。 

 

１．新理事・監事 任期平成２３年 5月 14 日～平成２５年 3月３１日 

代表理事 会長  吉田邦夫 

理事   副会長 小原重信 

監事       堀口正明 

理事       亀山秀雄 

理事       武富為嗣 

理事       綿木久雄 

（注記）役員改選の定款規定 

本学会の定款第２４条に「次の事項は、総会の議決を経なければならない」とあり、第 5項「役員の選任及び

解任」の規定に準拠する。 



11 

 

本学会の定款第３０条に「役員の任期は、２年とする」とあり、第２項に「役員は再任されることができる」

の規定に準拠する。 

 

２．学会活動と評議員制度の導入 

学会活動に「評議員制度」を導入して、「旧理事の職位」は、本人の同意を得て「評議員」

に委嘱します。５つの業務委員会と４つの対策委員会は、「評議会」の審議を経て決定致し

ます。 

以上 

評議員に関する内規検討案（審議前の内容） 

一般社団法人国際Ｐ２Ｍ学会内規（案） 

（評議員） 

第１条 本会に評議員を１０名以上２０名以内置く。 

２．評議員は、理事会の要請に基づき、各種学会活動の中心的役割を担う。 

３．評議員は、会員の中からこれを選任し、理事会において承認の上、総会に報告する。 

４．評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。 

５．評議員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

６．評議員は、理事会の議決により会長がこれを解任することができる。 

（評議員会） 

第２条 評議員会は、評議員をもって構成し、その議長が招集する。 

２．評議員会の議長は、評議員のうちから互選で定める。 

３．評議員会は、理事会と同時開催ができる。 

４．評議員は、理事会にて意見を述べることができる。ただし、理事会の議決には 

  加わることができない。 

５．評議員会は、評議員の２分の１以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。ただし、

当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 

６．評議員の議事は、出席した評議員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

７．会議の議事録は、議長がこれを作成し、議長及び出席者代表１名が記名押印する。 

（委員会） 

第１条 研究、国際、編集、普及など必要に応じ、理事会の承認を得て、委員会を設けることができる。 

 

以上 
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第 6号議案  一般社団の組織並びに活動体制 

 

一般社団組織と活動体制 

１．一般社団 

総会、理事会、評議会、事務局により、学会活動を運営・遂行します。 

① 総会は、正会員（社員と呼ぶ）の最高意思決定機関です。 

② 理事事会は、会員から経営責任を委託された運営・遂行機関です。 

③ 評議会は、理事会および会員から学会活動を委託された運営・遂行機関です。 

 

 
 

２．評議会制度 

①評議会は、「内規」により運営・遂行します。 

②評議員数は、１０名以上２０名として、学会活動を運営・遂行します。 

③前期理事氏名を参考に記述します。 

前期理事氏名（括弧は委員会）（アイウエオ順 敬称略） 

 

相原憲一、浅田孝幸（国際、ＭＢＡ連携）、大鐘大介、大滝精一、喜多 一、（ＡＬ）、木下俊彦（国

際）、白井久美子（普及・広報）、谷口邦彦、出口 弘 

（研究）、新野 毅、西尾雅年（編集）、根本敏則、松井啓之（ＡＬ）、山根里香、山本秀男（能力

形成）、湯野川恵美、吉川 厚（以上 17名） 

[ 新 理事： 武富為嗣（企画）、亀山秀雄（ＭＯＴ連携）]  

以上 

事務会 

評議員会 

理事会 

総会 

業務委員会 

監事 

対策委員会 

学会センター 

学会センター住所 
〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門１－１５－１６ 海洋船舶ビル 8 階特定非営利活動法人 CANPAN センター内 ACNet 事務局 
電話：０３－５２５１－３９６７ ファックス：０３－３５０４－３９０９ メール： ac175 - p2m@  canpan . org 

一般社団法人国際 P2M 学会 IA - P2M 

International  Association of  P2M 
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第 7号議案  本年度の学会活動計画 

 

本年度の学会活動計画～基本方針、事業収支計画、事業活動～ 

[I] 学会活動の基本方針 

本年度の基本方針は、次の項目にフォーカスします。 

①学会は、存続・発展のために「基盤事業」と「財務安定」を推進します。 

②学会は、ＰＭ世界の競争環境を意識し「差別化」に注力します。 

③学会は、「国際標準化」「社会人リーダー」資格を推進します。 

 

 

 [II] 学会活動計画～事業収支予想（平成２３年４月～2４年 3月末） 

 

１．会員予測と前提 

前年度会員数を基礎に本年度の努力目標を下記に設定いたします。 

よろしく会員のご協力とご尽力をお願いいたします。 

表１．本年度会員予測 

会員の構成 ２３年３月末実績 ２４年３月末会員予測 

正会員 １０２名 １２２名＊ 

学生会員 ２２名 ３２名＊＊ 

法人会員 ５５名（１１社） ５５名(１１社)＊＊＊ 

合計 １７９名 ２０９名 

 

＊  定款による正会員数の確定結果であり、20名のプラスに努力します。 

＊＊ 東京農工大、名工大、留学生など増加傾向にあり実績プラス 10 名とします。 

＊＊＊ 企業数の増加は厳しいので、本年度と同数とし対策を検討します。 

 

 

 

２．本年度事業収支 

上記会員予測を前提に事業収支を立案します。社会人学生は、これまで学生会員扱いでした

が、本年度より正会員扱いに改訂いたします。宜しくご協力をお願いいたします。 
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表２ 本年度の事業収入計画（平成 23 年４月～24 年 3 月末） 

事業収入項目  収入計画 

正会員 1,220,000 

学生会員      160,000 

法人会員 550,000 

論文掲載料 250,000 （注１） 

資格制度試行      300,000 （注２） 

大会開催参加費（春季、秋季） 1,200,000 

前年度繰越金    1,078,000 

収入合計（Ａ） 4,758,000 

注１：春季・秋季大会の実績から１件 1万円として 25 件として推計する。 

注２：環境プロジェクトマネジャー制度を会員、社会人に拡充する実験を行う。 

 

表３ 本年度支出計画 

事業支出項目 予算計画 

業務運営費（注１） 1,200,000     

会場使用料（注２） 100,000 

ジャーナル発刊費用(注３) 800,000 

CANPAN 事務所費 438,000 

大会開催費用(注４) 1,200,000 

本年度震災義捐金      50,000 

資格制度業務費(注５)     400,000 

法人登録税・費用  165,000 

予備・引当（注６） 300,000 

支出合計（Ｂ）    4,653,000 

注１． 会員証発行、通信費、コピー費、交通費、郵送費、委託費などです。 

注 2. 春季、秋季大会、理事会の会議費用などです。 

注 3．ジャーナル査読、編集、印刷、電子保持の年間２回発刊費用 です。 

注４．予稿集、編集・印刷、講演、懇親会補助を春秋各６０万円見積ります。 

注５．資格制度実験実施に要する交通費、審査日当など最小費用を計上します。 

注６．大会会員参加者による変動を８％見込み努力により引当金を増額します。 

 

表４ 事業収支計画 

項目  

収入計画 （表２ A） 4,758,000 

支出計画 （表３ B） 4,653,000 

総合収支   105,000 
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[III] 本年度の学会活動計画 

 

１．学会会員の採択提案 

下記の提案を本年度の学会活動・事業で計画・遂行いたしますので、審議の上 

ご承認をお願いします。 

 

（提案１）秋季大会に「東日本大震災テーマ」を取り上げるべきである。 

（提案２）新興国でＰ２Ｍが注目され「国際標準化」に努力すべきである。 

（提案３）環境領域の「Ｐ２Ｍ実践能力資格認証」を推進すべきである。 

（提案４）研究奨励に大会外の「スモール・コングレス」を検討すべきである。 

（提案５）会員勧誘に向けて実践者に「Ｐ２Ｍの入門」啓蒙活動が要望される。 

（提案６）社会人大学院生から「予稿集・ジャーナルの論文閲覧」希望が多い。 

（提案７）技術開発やベンチャーに関する「学会連携」を進めるべきである。 

 

２．本年度の主な活動計画 

①東日本大震災復興支援と対応 

本年度も復興に向けて、復興支援活動、義捐金寄付を行います。 

春季大会ワークショップの検証を秋季大会に継続し、セッションを設置します。 

 

②Ｐ２Ｍ国際標準化 

新興国でＯＤＡ、社会インフラ、環境事業、大学教育でＰ２Ｍが注目されています。ＪＩＣ

Ａ、国際機関、海外大学と協力し「国際標準研究会」を設置し、秋季大会にもセッションを

設置し、アジアから招待講演を企画します。 

 

③グリーン・プロジェクトマネジャー 

「Ｐ２Ｍ環境プロジェクトマネジャーとプロジェクト・エキスパート」の能力試験制度を試

行いたしました。現在は基盤整備のために大学院のＰ２Ｍ講座（１５コマ）と環境技術、環

境システム、環境会計など２科目取得（３０コマ）成績を受験資格要件としています。試行

は、東京農工大と阪大大学院社会人希望者を対象として実施しノーハウを蓄積しています。

本年度は、２０～３０名を目標に 8月、3月に会員、社会人に拡張する予定です。事前案内

は６月にホームページで行宇予定です。 

 

注釈１：Ｐ２Ｍ適用領域を本資格制度では、省エネ法の改正やＣＳＲで「低炭素社会」が重視されるので「環境領域」に

フォーカスしています。 

注釈２：社会人大学院生のニーズや要件ヒヤリングを分析し、環境法やＰＭ知識の関係を講義テキストとして、平成 22 年

度秋季にＰ２Ｍ環境講義を実施しました。制度案を立案し、「能力形成委員会」「編集委員会」「国際委員会」の見解を

入れてパンフレットと受験フォーマットを整備しました。 
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注釈３：応募要件にＰ２Ｍ講座(1 科目)、環境関連講座（２科目）合計６単位取得、実務履歴、課題論文、面接試験、審

査、学会会員加入を条件としています。 

 

④スモール・コングレス制度 

春季・秋季研究発表大会とは別に「研究会」が企画した「特定テーマプレゼン」を基盤にし

た「スモール・セミナー」開催を奨励します。 

 

⑤伝道師制度 

会員啓蒙に向けて「伝道師(evangelist)制度」（石川主査）を中心に立案し、数名の伝道師

が、就職能力セミナ、区役所再雇用コース、企業研修に向け展開中であり今年度も持続しま

す。 

注釈： 

１）目的：実務者にＰ２Ｍを啓蒙し、魅力と関心を高める会員増強プランです。 

２）初心者ニーズ： 初心者の実践ニーズと能力開発の機会を与えます。 

３）コンセプト：①伝道師がテキスト、受講者、研修会等を実施し、②学会はブランドを提供します。 

 

⑥予稿集・ジャーナル管理 

ＮＩＩ（国立情報学研究所）と契約で研究論文を電子化し、平成 23 年 4 月より 

会員がＮＩＩライブラリーCiNii(サイニー)で自由にアクセスできるように、２ 

年間は無料化を実施いたしました。 

 

⑦．日本開発工学会との連携 

同学会は技術ベンチャー育成に注力し BCD(Business Development Coordinator)制度を開始

しています。本学会は双方で 3名の会員の「相互乗入れ」を実施して交流を促進いたします。 

 

以上 
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第 8号議案  本年度の秋季大会計画 

 

本年度の秋季研究発表大会予定を検討しております。審議段階であり、決定ではありません

が、事前に複数案をお知らせいたします。ご承認いただければ、講演者と交渉を進めて企画

いたします。 

 

１．場所 

①場所  ： 田町 CIC（Campus Innovation Center） 

②日程  ： 平成２３年９月３日（土曜日） 

③大会  ： ９：３０～１７：００ １７：００懇親会 

 

２．内容と基調講演 

 

第１案 仮題「東日本大震災からの経済復興への英知集結」 

 ～安心、安全のものづくり、まちづくり、くらしづくり 

講師候補(案) 片田敏考 群馬大学教授 専門 防災工学 

 

第２案 仮題「クラウド革命とビジネスモデル」 

インターネットで最初に音楽配信したのはソニーであった。アップルではない。しかし、音

楽著作レーベルを重視しすぎて、使い勝手が悪く、アップルの i Pod iTunes の商品化で市

場に投入した。パーソナルメディア部隊の危機意識は薄く動きは遅かった。グーグルは「検

索エンジンの会社」と説明されるが、そうではない。それはコアコンピタンスである。 

 

講師候補（案） 辻野 晃一郎 グーグル日本法人前社長 

著書 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」新潮社  

 

1957 年産まれ、1984 年ソニー入社、VAIO、スゴ禄などヒット商品を出すが 2006 年ソニーを退社、2009

年グーグル社長に就任 2010 年にアレックス株式会社創設 

「クラウドコンピューティングの世界を構築する会社」である。つぎつぎに打ち出す商品は脈絡がない

ように見える。携帯電話のプラットフォームのアンドロイド、スマートグリッド送電網、ウェッブ・ブ

ラウザのグーグルクローム、ストリートビュ、ユーチューブの買収、全てクラウドの現在と未来の投資

で勝つことで説明ができる。一度クラウド環境で仕事をすると、クライエントサーバに後戻りできない。」

（著書の抜粋） 

以上 
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第 1号資料  新定款 

 

（総会添付資料） 

一般社団法人国際Ｐ２Ｍ学会定款 

 

第1章 総則 

（名称） 

第 1条 この法人は、一般社団法人国際Ｐ２Ｍ学会（英文名 International Association of P2M）と称

す。  

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市吉祥寺本町４丁目２３番１０号ラフィネ幸和Ⅱ２

０１ に置く。          

 

第2章 目的及び事業 

（目的） 

第 3条 この法人は、プロジェクト・プログラムマネジメント（以下「P2M」とする。）に 

 関する研究と普及活用に資するため、次の事項を行うことを目的とする。 

 （１）会員の P2M に関する研究成果の発表と相互交流 

 （２）会員相互間及び内外関連学協会等との連絡提携 

 （３）会員の P2M に関する研究及びその実施に寄与する活動 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）学術講演会、研究発表会、研究会等を主催し、又は後援すること。 

 （２）機関誌及び図書を刊行すること。 

 （３）P2M に関する調査研究を行うこと。 

 （４）内外関連学協会等と連絡・連携し、並びに協力すること。 

  （５）前各号に揚げるもののほか、P2M の発展もしくは学会の目的達成に関し特に必要 

     と認められる事業を行うこと。 

        

第3章 社員 

（法人の構成員） 

第５条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下「法人法」とする。）上の社員とする。 

 （１）正会員  この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人 

 （２）法人会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体 

 （３）学生会員 この法人の事業を賛助するために入会した学生 

 （４）名誉会員 この法人の事業に関し、特に顕著な功績のあった個人 

（会員の資格の取得） 
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第６条 この法人の会員になろうとする者は、別途定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を

受けなければならない。 

（経費の負担） 

第７条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社

員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ

とができる。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名する

ことができる。 

 （１）この定款その他の規則に違反したとき。 

 （２）この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。 

 （３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

（会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

 （１）第７条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。 

 （２）総社員が同意したとき。 

 （３）当該会員が死亡し、又は解散若しくは破産したとき。 

 

第4章 社員総会 

（構成） 

第１１条 社員総会は、正会員をもって構成する。 

（権限） 

第１２条 社員総会は、次の事項について決議する。 

 （１）社員及び会員の除名 

 （２）理事及び監事の選任又は解任 

 （３）理事及び監事の報酬等の額 

 （４）貸借対照表及び損益計算書ならびにこれらの付属明細書の承認 

 （５）定款の変更 

 （６）解散及び残余財産の処分 

 （７）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第１３条 社員総会は、定時社員総会として毎年度４月又は５月に１回開催するほか、必要がある場合

に開催する。 

（招集） 

第１４条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
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る。 

第１５条 総社員の議決権の５分の１以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的

である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

（議長） 

第１６条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

（議決権） 

第１７条 社員総会における議決権は、社員 1名につき 1 個とする。 

（決議） 

第１８条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の１

０分の１以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって行う。 

 （１）社員及び会員の除名 

 （２）監事の解任 

 （３）定款の変更 

 （４）解散 

 （５）その他法令で定められた事項 

（議事録） 

第１９条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人 2名が、記名押印する。 

 

第５章 役員 

（役員の設置） 

第２０条 この法人に、次の役員を置く。 

 （１）理事 ３名以上１０名以内 

 （２）監事 1 名以上２名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、副会長を 1名以上 2名以内置くことができる。  

３ この法人の会長を法人法上の代表理事とする。 

（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 

（理事の職務及び権限） 

第２２条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 

３ 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、

会長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 会長及び副会長は、毎事業年度に４カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事

会に報告する。 
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（監事の職務及び権限） 

第２３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告者を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の

調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２４条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任) 

第２５条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

（報酬等） 

第２６条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。 

 

 第６章 理事会 

（構成） 

第２７条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第２８条 理事会は、次の職務を行う。 

 （１）この法人の業務執行の決定 

 （２）理事の職務の執行の監督 

 （３）会長及び副会長の選定及び解職 

（開催） 

第２９条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出

席がなければ開会することはできない。 

２ 通常理事会は、毎年 2回開催する。 

３ 臨時理事会は、次に揚げる場合に開催する。 

 （１）会長が必要と認めたとき。 

 （２）会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求 

    があったとき。 

（招集） 

第３０条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

（議長） 

第３１条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定

めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 
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（決議） 

第３２条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものと

みなす。 

（議事録） 

第３３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第 7章 資産及び会計 

（事業年度） 

第３４条 この法人の事業年度は、毎年４月 1日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第３５条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が

作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 

（事業報告及び決算） 

第３６条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監

事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第１号及び第２号の書類につ

いてはその内容を報告し、第３号から、第５号までの書類については承認を受けなければならない。 

 （１）事業報告 

 （２）事業報告の付属明細書 

 （３）貸借対照表 

 （４）損益計算書 

 （５）貸借対照表及び損益計算書の付属明細書 

２ 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え

置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

（余剰金） 

第３７条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３８条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第３９条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第４０条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に
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贈与するものとする。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第４１条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載

する。 

 

第１０章 補則 

（委任） 

第４２条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、

会長が別に定める。 

 

以上 

 

 

  

 


